
H28.12.1掲載 

 

 

営繕積算システム内での標準歩掛り等の単価算定時の端数処理について 

 

 

 神奈川県県土整備局の建築工事で使用している営繕積算システムで作成した標準歩掛り等の単価

算定時の金額(数量×単価)の端数処理は、小数点以下第２位とし、次の位を切り捨てとしています

ので、ご注意ください。 

 

 

 <計算例> 

 

 

 

 

資材Ａ 1.53 × 1 × 6.5 ＝ 9.945 → 9.94 (小数点以下第２位とし、次の位切り捨て) 

 

 

 

なお、標準歩掛り等で算定した単価を標準歩掛り等に用いる場合は、小数点以下第２位まで算定し

た単価を代入しています。 

例えば、計算例の標準歩掛りで算定した複合単価Ａを標準歩掛り等に用いる場合は、複合単価の端

数処理基準を適用する前の小数点以下第２位まで算定した 707.91 を代入して算定することとなり

ます。 
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